
うるま市告示第８９号 

 

 うるま市介護保険施設等監査要綱を次のように定める。 

 

  平成２７年６月１日 

 

うるま市長 島袋 俊夫  

 

うるま市介護保険施設等監査要綱 

 

 うるま市介護保険施設等監査要綱（平成２２年うるま市告示第８９号）の全部を改正する。 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この告示は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法（平 

成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７６条、第７６条の２、第７７条、第７

８条の７、第７８条の９、第７８条の１０、第８３条、第８３条の２、第８４条、第９０

条、第９１条の２、第９２条、第１００条、第１０３条、第１０４条、第１１５条の７、

第１１５条の８、第１１５条の９、第１１５条の１７、第１１５条の１８、第１１５条の

１９、第１１５条の２７、第１１５条の２８及び第１１５条の２９の規定並びに健康保険

法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法

（以下「旧法」という。）第１１２条、第１１３条の２及び第１１４条の規定に基づき、

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指

定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型

介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定介護療養型医療施設（以下「サ

ービス事業者等」という。）に対して行う介護給付及び予防給付（以下「介護給付等」と

いう。）に係る居宅サービス等（以下「介護給付等対象サービス」という。）の内容並び

に介護給付等に係る費用（以下「介護報酬」という。）の請求に関する監査について基本

的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を

図ること並びに法第１１５条の３３及び第１１５条の３４の規定に基づき、サービス事業

者等の業務管理体制の整備に関する検査（以下「業務管理体制の検査」という。）につい

て基本的事項を定めることにより、業務管理体制の適正な整備と運用を図ることを目的と

する。 

   第２章 監査 

 （監査方針） 

第２条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第８条に 

規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがある 

と認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当な事実が疑わ 

れる場合（以下「指定基準違反等」という。）において、事実関係を的確に把握し、公正 

かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。 



 （監査対象となるサービス事業者等の選定基準） 

第３条 監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 

（１）  実地指導において指定基準違反等を確認したとき。 

（２）  次の情報により指定基準違反等について、確認の必要があると認めるとき。 

ア 通報、苦情、相談等に基づく情報 

イ 沖縄県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）、地域包括支援セ 

ンター等へ寄せられる苦情 

ウ 沖縄県、他の保険者又は連合会からの通報 

エ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等の情報 

オ 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報 

（監査通知） 

第４条 市長は監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を記載 

したサービス事業者等における監査の実施について（通知）（様式第１号）により通知し 

なければならない。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすお 

それがある等緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通 

知することができる。 

（１） 監査の根拠規定及び目的 

（２） 監査の日時及び場所 

（３） 監査担当者 

（４） 出席者 

（５） 準備すべき書類等 

（監査方法等） 

第５条 市長は、指定基準違反等について、確認の必要があると認められる場合に、サービ 

 ス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求 

め、関係者に対して質問し、又は当該サービス事業者等の当該指定若しくは許可（以下「指 

定等」という。）に係る事業所、施設、事務所その他の介護給付等対象サービスに関係の 

ある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査（以下「実地検査等」 

という。）を行うものとする。 

２ 指定等の権限が沖縄県又は他の市町村（以下「他の自治体」という。）にあるサービス 

事業者等（以下「他の自治体の指定サービス事業者等」という。）について、実地検査等 

を行う場合は、事前にその旨を当該他の自治体に対し通知するものとする。 

３ 他の自治体の指定サービス事業者等の実地検査等において、指定基準違反等の事実が確 

認された場合は、文書により当該他の自治体に通知するものとする。 

４ 前項の通知をした他の自治体の指定サービス事業者等については、第８条から第９条ま 

での措置は行わない。 

（監査体制） 

第６条 監査の体制は、２名以上の班を編成し、原則として班長は係長職以上の職にある者 

をもって充てる。 

（監査結果の通知等） 

第７条 監査の結果、次条に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項 



については、監査実施後、原則３０日以内に、サービス事業者等の監査の結果（様式第２ 

号）によりその旨の通知を行う。 

２ 市長は、当該サービス事業者等に対し、サービス事業者等の監査の結果により指摘した 

事項について、監査結果通知後、原則３０日以内に、改善状況報告書（様式第３号）によ 

り報告を求めるものとする。 

（行政上の措置） 

第８条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等が認められた場合には、法第５章に掲 

げる「勧告、命令等」、「指定の取消等」の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を機 

動的に行うものとする。なお、措置内容を実施前に国及び沖縄県に報告しなければならな 

い。 

（１） 勧告 

ア 市長は、法第７６条の２第１項各号、第７８条の９第１項各号、第９１条の２ 

第１項各号、第１０３条第１項各号、第１１５条の８第１項各号、第１１５条の 

１８第１項各号及び第１１５条の２８第１項各号並びに旧法第１１３条の２第１ 

項各号のいずれかに該当する事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に 

対し、期限を定めて、サービス事業者等に対する改善勧告について（様式第４号） 

により基準を遵守すべきことを勧告することができる。 

イ サービス事業者等は、勧告を受けた場合において、期限内に勧告事項改善報告 

書（様式第５号）により報告するものとする。 

ウ 市長は、当該サービス事業者等が期限内に勧告に従わなかったときは、事業所 

名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公示することができる。 

（２） 命令 

ア 市長は、サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る改善措置をとら 

なかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、サービス事業者 

等に対する改善命令について（様式第６号）により、その勧告に係る措置をとるべ 

きことを命令することができる。 

イ 市長は、命令をした場合において、事業所名、命令に至った経緯等を公示しな 

ければならない。 

ウ 当該サービス事業者等は、命令を受けた場合において、期限内に命令事項改善 

報告書（様式第７号）により報告を行わなければならない。 

（３） 指定の取消し等 

ア 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第７７条第１項各号、第７８条の１０ 

各号、第８４条第１項各号、第９２条第１項各号、第１０４条第１項各号、第１ 

１５条の１９各号及び第１１５条の９第１項各号、第１１５条の１９各号及び第 

１１５条の２９各号並びに旧法第１１４条第１項各号のいずれかに該当する場合 

において、サービス事業者等に対する事業者指定の取消通知書（様式第８号）に 

より当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又はサービス事業者等に対す 

る事業者指定の効力停止通知書（様式第９号）により、期間を定めて、その指定 

の全部若しくは一部の効力の停止をすること（以下「指定の取消し等」という。） 

ができる。 



イ 市長は、指定の取り消し等を行う前に、遅滞なく、事業所名、指定の取消しに至

った経緯等を厚生労働省老健局総務課介護保険指導室及び沖縄県知事へ届け出る

とともに、これを公示しなければならない。 

（聴聞等） 

第９条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分（以 

下「取消処分等」という。）に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定 

者に対して、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項各号の規定に基づき、    

聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第２項各号のいずれか 

に該当するときは、これらの規定は、適用しない。 

（経済上の措置） 

第１０条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部 

について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第２２条第３項に基づく不正利得の徴 

収等（返還金）として徴収を行うことができる。 

２ 市長は、命令又は取消処分等を行った場合に、当該サービス事業者等に対し、原則とし 

て、法第２２条第３項の規定により返還額に１００分の４０を乗じて得た額の支払を求め 

ることができる。 

   第３章 業務管理体制の検査 

 （業務管理体制の検査の実施原則） 

第１１条 業務管理体制の検査（以下この章において「検査」という。）は、介護サービス 

事業者に係る業務管理体制の監督について（平成２１年３月３０日老発第０３３００７７ 

号厚生労働省老健局長通知）の定めるところを原則とし、次条以下の方針等を基に実施す 

るものとする。 

（業務管理体制の検査の方針） 

第１２条 検査は、サービス事業者等による業務管理体制の整備状況を検証し、問題点が確 

認された場合においては、サービス事業者等の認識と事実関係を的確に把握し、公正かつ 

適切な措置をとることを主眼とする。 

（業務管理体制の検査の対象） 

第１３条 検査は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行 

うサービス事業者であって、全ての指定事業所が本市に所在するもの（以下「対象事業者」 

という。）を対象とする。 

（業務管理体制の検査の種類） 

第１４条 検査の種類は、一般検査及び特別検査とする。 

（一般検査の実施方法等） 

第１５条 一般検査は、業務管理体制の届出内容を確認するために、書面検査（文書の提出 

を求めることにより行う検査をいう。以下同じ。）により概ね６年に１回実施するものと 

する。 

２ 前項の書面検査により確認した内容に不備が認められた場合は、対象事業者に対して口 

頭又は書面による方法により改善を求めるものとする。この場合において、市長は必要が 

あると認めるときは、対象事業者又はその従業者に出頭を求めることができる。 

３ 前項の規定により改善を求めてもなお改善が図られない場合には、対象事業者の当該 



指定に係る事業所、施設、事務所その他の介護給付等対象サービスに関係のある場所に立 

ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の検査（以下「立入検査」という。）により当 

該内容を確認するものとする。 

（特別検査の実施方法等） 

第１６条 特別検査は、第８条に規定する指定等の取消し等の処分に相当する事案が発生し

た場合に、対象事業者の組織的関与の有無を検証するために、立入検査により実施するも 

のとする。 

（業務管理体制の検査の実施通知等） 

第１７条 検査の実施に当たっては、対象事業者に対し、あらかじめ必要な事項を文書によ 

り通知する。ただし、立入検査を実施する場合において、実効性ある実態把握の観点から 

市長が必要と認める場合は文書による通知を行わず、立入時に速やかに必要な事項を告知 

するものとする。 

（業務管理体制の検査に関する勧告） 

第１８条 市長は、対象事業者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１ 

４０条の３９の規定に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは当該 

対象事業者に対し、期限を定めて文書により適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告 

することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、検査に関する勧告については、第８条第１号を準用する。 

（特別な処置） 

第１９条 一般検査において、対象事業者が次条において準用する第７条の規定による命令 

に違反したときは、当該対象事業者に対して立入検査を行い、業務管理体制の整備状況を 

検証するものとする。ただし、対象事業者の本部等への立入検査後、既に指定事業所等の 

立入検査を実施し、事実関係を検証している場合は、この限りでない。 

（準用） 

第２０条 第７条及び第８条第２号の規定は、検査の結果の通知及び検査に関する命 

令について準用する。この場合において、第７条第１項中「次条」とあるのは「第１８条」 

と、「監査」とあるのは「検査」と、同条第２項及び第８条第２号中「サービス事業者等」 

とあるのは「対象事業者」と読み替えるものとする。 

第４章 雑則 

（関係機関との連携） 

第２１条 監査及び業務管理体制の検査を行うに当たっては、必要に応じ関係機関との連携 

を図るものとする。 

（補則） 

第２２条 この告示に定めるもののほか、サービス事業者等への監査に関し、必要な事項は、 

市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

達第    号 

                                年  月  日 

 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等における監査の実施について（通知） 

 

標記の件について、下記のとおり監査を実施しますので、うるま市介護保険施設等監査要

綱第４条の規定に基づき、通知します。 

 つきましては、関係職員の方のご対応並びにご用意いただく帳簿類等の準備につきまして、 

よろしくお願いします。 

 

記 

 

   １ 監査の根拠規定及び目的 

（１） 根拠規定 

（２） 目  的 

２ 監査の日時及び場所 

   ３ 監査担当者 

   ４ 出席者 

   ５ 準備すべき書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

達第    号 

 年  月  日 

 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等の監査の結果 

 

 下記の事業所に対し、   年 月 日に実施した監査について、次のとおり改善を要す

る事項があると認められましたので、うるま市介護保険施設等監査要綱第７条第１項の規定

に基づき、通知します。 

つきましては、速やかに所要の改善措置等を講じるとともに、その結果について改善状況

報告書（様式第３号）により、下記の期限までに報告してください。 

 

記 

 

１ 対象事業所 

事 業 種 別   

事 業 所 名   

 

   ２ 監査結果及び改善事項の概要 

     

番号 項目 結果概要 改善を要する事項 

    

    

    

 

   ３ 報告期限 

         年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

改 善 状 況 報 告 書 

 

  年  月  日 

うるま市長 様 

 

法 人 名   

代 表 者 名                               ㊞ 

事務所所在地   

事 業 所 名   

事 業 種 別   

事業所所在地   

 

 年 月 日付け 達第  号により指摘のあった事項について、次のとおり改善状況を

報告します。 

改善を要する事項(全文) 
改 善 内 容 

改善の状況（具体的に記入） 添付書類 

   

   

記入要領 １ 「改善を要する事項」欄には、文書により指摘された事項（全文）を記入してください。 

     ２ 「改善の状況」欄には、文書により指導された事項に対する改善状況を記入してください。 

     ３ 「添付書類」欄には、改善の状況が明らかになる書類の名称を記入し、その書類の写し等を 

         添付してください。 

     ４ 改善できない理由がある場合には、その理由を具体的に記載してください。 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

達第    号 

 年  月  日 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等に対する改善勧告について 

 

 下記の事業所に対し、   年 月 日に実施した監査の結果、改善を要する事項がある

と認められましたので、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第 条

第 項の規定に基づき、下記のとおり勧告します。 

つきましては、期限までに速やかに改善の上、その改善状況については、   年 月 日

までに別紙「勧告事項改善報告書（様式第５号）」により報告してください。 

なお、この勧告に係る期限までに勧告に従わなかったときは、法第 条第 項の規定に基

づき、その旨を公表すること、また正当な理由なくこの勧告に係る措置をとらなかったとき

は、法第 条第 項の規定に基づき期限を定めてこの勧告に係る措置をとるべきことを命ず

ることがあります。また、その命令をした場合は、その旨を公示することになります。 

 

記 

 

１ 対象事業所 

事 業 種 別   

事 業 所 名   

 ２ 勧告理由 

 

 ３ 勧告事項 

 

 ４ 改善期限      年  月  日 

 

 ５ 改善報告書の提出 

（１） 別紙の勧告事項改善報告書（様式第５号）にこの勧告に係る改善状況を記載し、 

その状況を客観的に確認できる資料を添付して提出してください。なお、改善できな 

い理由がある場合は、その理由を具体的に記載してください。 

（２） 勧告事項改善報告書の提出期限は、  年  月  日です。 

（３） 改善状況を確認するために、事業所の訪問等を行うことがあります。 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

勧 告 事 項 改 善 報 告 書 

 

  年  月  日 

うるま市長 様 

 

法 人 名   

代 表 者 名                               ㊞ 

事務所所在地   

事 業 所 名   

事 業 種 別   

事業所所在地   

 

 年 月 日付け 達第  号により勧告のあった事項について、次のとおり改善結果を

報告します。 

勧告事項(全文) 
改 善 内 容 

改善結果（具体的に記入） 添付書類 

   

   

記入要領 １ 「勧告事項」欄には、勧告を受けた事項（全文）を記入してください。 

     ２ 「改善結果」欄には、勧告を受けた事項に対する改善結果を記入してください。 

     ３ 「添付書類」欄には、改善の結果が明らかになる書類の名称を記入し、その書類の写し等を 

         添付してください。 

     ４ 改善できない理由がある場合には、その理由を具体的に記載してください。 

 



様式第６号（第８条関係）     （表面） 

達第    号 

 年  月  日 

 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等に対する改善命令について 

 

 下記の事業所に対し、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第  条 

第  項の規定に基づき、    年  月  日付け  第  号で勧告したところ、正

当な理由なく同勧告に係る措置がとられていないと認められますので、法第  条第  項 

の規定に基づき下記のとおり改善を命ずるとともに、法第  条第  項の規定に基づき、 

当該改善命令について公示いたします。 

つきましては、命令に係る期限までに速やかに改善の上、その改善状況については、「命

令事項改善報告書（様式第７号）」により報告してください。 

なお、この命令に係る期限までに、措置がとられない場合は、法第 条第 項の規定に基

づき指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力を停止する処分を行うことがあります。 

記 

１ 対象事業所 

事 業 種 別   

事 業 所 名   

 ２ 命令事項 

  

３ 改善期限      年  月  日 

  

４ 改善報告書の提出 

（１）   この命令に係る措置は、命令事項改善報告書（様式第７号）へ記載し、報告してください。 

（２）   改善報告書の提出期限は、  年  月  日です。 

（３）   改善状況を確認するために、事業所の訪問等を行うことがあります。 

 

５ 教示 

１） この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第（５・ 

６）条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内 

に、（     ）に対して不服申立て(審査請求・異議申立て)をすることができます 

（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、 

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると不服申立てをすることができなく 

なります。)。 



             （裏面） 

 

２） この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月 

   以内にうるま市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分 

の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ 

なくなります。）。ただし、上記１の不服申立てをした場合には、当該不服申立てに対 

する裁決又は決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、当該裁決 

又は決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決又は決定があった 

ことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決又は決定の日の翌 

日から起算して１年を経過すると当該裁決又は決定の取消しの訴えを提起することが 

できなくなります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

命 令 事 項 改 善 報 告 書 

 

  年  月  日 

うるま市長 様 

 

法 人 名   

代 表 者 名                               ㊞ 

事務所所在地   

事 業 所 名   

事 業 種 別   

事業所所在地   

 

 年 月 日付け 達第  号により命令のあった事項について、次のとおり改善結果を

報告します。 

命令事項(全文) 
改 善 内 容 

改善結果（具体的に記入） 添付書類 

   

   

記入要領 １ 「命令事項」欄には、命令を受けた事項（全文）を記入してください。 

     ２ 「改善結果」欄には、命令を受けた事項に対する改善結果を記入してください。 

     ３ 「添付書類」欄には、改善の結果が明らかになる書類の名称を記入し、その書類の写し等を 

         添付してください。 

 

 



様式第８号（第８条関係） 

達第    号 

 年  月  日 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等に対する事業者指定の取消通知書 

 

 下記の事業所に係る事業者指定について、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第  条 

第  項の規定に基づき、下記のとおり指定を取り消します。 

 

記 

１ 対象事業所 

（１） 事 業 種 別   

（２） 事 業 所 名   

（３） 事業所所在地   

（４） 事 業 所 番 号   

 ２ 指定取消年月日      年  月  日 

 ３ 指定取消理由 

  

 ４ 教示 

１） この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第（５・ 

６）条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以 

内に、(       )に対して不服申立て(審査請求・異議申立て)をすることがで 

きます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっ 

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると不服申立てをすることがで 

きなくなります。)。 

２） この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月 

以内にうるま市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処 

分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで 

きなくなります。)。ただし、上記１の不服申立てをした場合には、当該不服申立てに 

対する裁決又は決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、当該 

裁決又は決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該裁決又は決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決又は決定の

日の翌日から起算して１年を経過すると当該裁決又は決定の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。)。 

 



様式第９号（第８条関係） 

達第    号 

年  月  日 

（法人名） 

（代表者職・氏名）    様 

 

うるま市長          ㊞ 

 

サービス事業者等に対する事業者指定の効力停止通知書 

 

 下記の事業所に係る事業者指定について、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第  条

第  項の規定に基づき、下記のとおり指定の効力を停止します。 

 

記 

１ 対象事業所 

（１） 事 業 種 別   

（２） 事 業 所 名   

（３） 事業所所在地   

（４） 事 業 所 番 号   

 ２ 指定効力停止の範囲 

 ３ 指定効力停止の期間 

 ４ 指定効力停止の理由 

 

 ５ 教示 

１） この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第（５・ 

６）条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内 

に、(      )に対して不服申立て(審査請求・異議申立て)をすることができます 

（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、 

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると不服申立てをすることができなくな 

ります。)。 

２） この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以 

内にうるま市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この 

処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日 

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな 

ります。)。ただし、上記 1の不服申立てをした場合には、当該不服申立てに対する裁決 

又は決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、当該裁決又は決定 

の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決又は決定があったことを知 

った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決又は決定の日の翌日から起 

算して１年を経過すると当該裁決又は決定の取消しの訴えを提起することができなくな 

ります。)。 


